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１．保安規定 

（１）規則類の改正 

・規則類の改正に伴い，放射性固体廃棄物の事業所外への廃棄に係る活動，およびその活動に関す

る組織，職務を保安規定に定める。 

【実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則】 

（保安規定） 

第九十二条 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者

は，認可を受けようとする工場又は事業所ごとに，次に掲げる事項について保安規定を定め，こ

れを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

十四 放射性廃棄物の廃棄（工場又は事業所の外において行う場合を含む。）に関すること。 

【実用炉に関する保安規定審査基準】 

（実用炉規則第９２条第１項第１４号 放射性廃棄物の廃棄） 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は事業所の外への廃棄（放射

性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制が定められていること。 

 

（２）保安活動 

・放射性固体廃棄物の事業所外への廃棄に係る活動は第６章放射性廃棄物管理の第８８条（放射

性固体廃棄物の管理）に定める。なお，具体的な管理については，基本的に現状においても二次

文書等に定めて実施している。 

（放射性固体廃棄物の管理） 

第８８条 

８．放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄する場合は，次の事項を実施する。 

 （１）環境ＧＭは，埋設する放射性固体廃棄物に関する記録を作成し，発電所外の廃棄に関

する措置の実施状況を確認する。 

 （２）環境ＧＭは，発電所外の廃棄施設の廃棄事業者へ埋設する放射性固体廃棄物に関する

記録を引き渡す。 

 （３）環境ＧＭは，放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄するにあたって，所長の承認を得る。 

 

（３）保安に関する組織・職務 

・放射性固体廃棄物の事業所外への廃棄に係る活動に関する組織，職務を第３章体制及び評価の第

４条（保安に関する組織），第５条（保安に関する職務）に定める。 

（保安に関する職務） 

第５条  

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は以下の通り。 

 （１３）環境グループは放射性固体廃棄物の管理に関する業務を行う。 

 

２．事業所外廃棄に係る検査について（参考「LLW事業所外廃棄におけるプロセス図」） 

新検査制度導入後は，業務プロセスを従来通り QMSにより適切に管理するとともに，外廃棄則

第２条第４号に基づく「廃棄前の措置の実施状況の確認」の業務の中で，廃棄（埋設処分）しよう

とするもの（廃棄体）に係る申請データの廃棄事業者への引渡しをホールドポイントと位置づけ，

ホールドポイント前に申請データの確認を「自主検査等」※１として「LLW事業所外廃棄適合検査」

を実施する。 

実施にあたっては，品管規則第４８条第６項に基づき，重要度に応じて信頼性を確保する。 

※1：要求事項への適合性を判定するために事業者が行う合否判定基準のある自主的な検査等 

をいう。（品管規則の解釈第１９条第３項） 

以 上 
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外廃棄に該当するプロセス

外廃棄 第五十八条 （廃棄に関する確認等）
原子力事業者等が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発
電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工
場又は事業所（原子力船を含む。次条第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二第一項において「工場等」とい
う。）の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講
じなければならない。

外廃棄則２条４号
（9/25版）

自主検査等

LLW事業所外廃棄におけるプロセス図（イメージ）
参考


